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独占禁止法審査手続に関する指針（案） 

 

  平成２７年○月○日 

公正取引委員会 

 

はじめに 

 

公正取引委員会は，今般，行政調査手続の適正性をより一層確保する観点から，これまでの実

務を踏まえて行政調査手続の標準的な実施手順や留意事項等を本指針において明確化し，独占禁

止法違反被疑事件の調査に携わる職員に周知徹底することとした。また，同様の観点から，調査

手続の透明性を高め，円滑な調査の実施に資するよう，本指針を定めて公表することにより，そ

の内容を広く一般に共有することとしたものである。（注１） 

 

（注１）本指針の策定・公表に併せて，独占禁止法違反被疑事件の行政調査手続における標準的な実施手順等につ

いて，本指針の内容を踏まえて事業者等向けに作成した資料（「独占禁止法違反被疑事件の行政調査手続の概

要について」（平成２７年○月○日 公正取引委員会）。以下，「事業者等向け説明資料」という。）を公表し

ている。 

 

第１ 総論 

１ 独占禁止法の目的と公正取引委員会の使命 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止

法」という。）は，私的独占，不当な取引制限，不公正な取引方法等の行為を禁止し，事業活動の

不当な拘束を排除すること等により，公正かつ自由な競争を促進し，もって，一般消費者の利益

を確保するとともに，国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としている。 

 独占禁止法の目的を達成するため，公正取引委員会が設置されており，市場における基本ルー

ルである独占禁止法を厳正・的確に執行し，競争秩序を早期に回復するための措置を講ずること

が公正取引委員会に求められている。 

 公正取引委員会は，独占禁止法の違反の有無を明らかにし，違反行為を排除するために必要な

措置等を命じるため，違反被疑事業者等（注２）に対する調査権限を付与されており，行政調査手続

（注３）において，罰則により間接的に履行を担保するという間接強制権限に基づいて立入検査，提

出命令，留置，出頭命令及び審尋，報告命令等の処分を行う。このほか，相手方の任意の協力に

基づく供述聴取，報告依頼等により調査を行う。 

 

（注２）「違反被疑事業者等」とは，違反が疑われる事業者（個人事業主を含む）及び事業者団体等の事件関係人

のほか，参考人を含む。 

 

（注３）公正取引委員会の独占禁止法違反被疑事件の調査手続には，行政調査手続（排除措置命令等の行政処分を

行うための調査手続）と犯則調査手続（刑事処分を求めて告発を行うための調査手続）の２つがあるが，こ

のうち，本指針は，公正取引委員会の行政調査手続を対象としている。 

２ 公正取引委員会における事件調査の体制と監督者の責務 

（１）公正取引委員会は，独占禁止法第４７条第２項の規定により職員を審査官として指定し，

独占禁止法違反被疑事件の調査に当たらせている。公正取引委員会において，事件の調査は
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審査局が担当しており，審査局長が，審査管理官の助けを得て，審査長又は上席審査専門官

に命じて，これを行わせる。審査長及び上席審査専門官は，担当事件において，審査官等

（審査官その他事件の調査に従事する職員。以下同じ。）を指揮・監督する。 

 

（２）審査局長，審査管理官，審査長及び上席審査専門官（地方事務所においては審査統括官）

は，自ら本指針に従って調査に携わるとともに，指揮下の審査官等に対して，本指針に従っ

た調査を実施するよう指導・監督する。また，審査長，上席審査専門官等は，違反被疑事業

者等から，直接又は代理人を通じて，調査手法についての申入れその他担当事件に関して意

見があった場合，誠意をもってこれに対応するものとする。ただし，これらの意見に拘束さ

れるものではない。 

 

３ 独占禁止法違反被疑事件の調査に携わる職員の心構え 

  独占禁止法違反被疑事件の調査に携わる職員は，以下の点に留意して業務を遂行するものと

する。 

 

（１）調査における心構え 

   調査に携わる職員は，独占禁止法の目的を常に念頭に置き，独占禁止法の厳正・的確な執

行という公正取引委員会の使命を十分に果たすため，冷静な判断力と実態解明への確固たる

信念を持って，着実に調査を実施しなければならない。 

 

（２）綱紀・品位・秘密の保持 

   調査に携わる職員は，国民の信用・信頼を確保するため，常に綱紀・品位の保持に努める

とともに，業務の遂行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（３）適正な手続の遵守 

   調査に携わる職員は，事業者又はその従業員等に対して法令上の権限を行使する立場にあ

ることを自覚しなければならない。違反被疑事件の調査に当たっては，調査を受ける事業者

又はその従業員等の理解と協力が得られるよう，当該調査に係る手続について必要な説明を

行うとともに，威迫，強要等と受け取られるような態度で接することなく，常に法令の規定

に従った適正な手続に基づいてその権限を行使しなければならない。 

 

（４）効率的・効果的な調査と多面的な検討 

   調査に携わる職員は，相手方の説明に真摯に耳を傾けるとともに，効率的・効果的な調査

によって事案の実態を解明するよう努めなければならない。また，違反事実の立証に当たっ

ては，物的証拠その他事件に関する十分な証拠を収集するよう努めるとともに，相手方の供

述については，予断を排して慎重かつ詳細に聴取し，その内容の合理性，客観的事実との整

合性等について十分に検討した上で，その信用性について判断しなければならない。 

 

第２ 審査手続 

１ 立入検査 

（１）根拠・法的性格 

  公正取引委員会は，独占禁止法第４７条第１項第４号の規定に基づき，違反被疑事業者等
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の営業所その他必要な場所に立ち入り，業務及び財産の状況，帳簿書類その他の物件を検査

することができる。また，同項第３号の規定に基づき，事件調査に必要と考えられる帳簿書

類その他の物件について，その所持者に提出を命じ，当該物件を留め置くことができる。 

独占禁止法第４７条に規定される立入検査その他の処分は，相手方がこれを拒否した場合

に直接的物理的に実力を行使して強制し得るものではないが，相手方に調査応諾の行政上の

義務を課し，その履行が罰則（独占禁止法第９４条）によって担保されているという意味で

間接強制力を伴ったものであり，違反被疑事業者等が，調査に応じるか否かを任意に判断で

きる性格のものではない。 

なお，独占禁止法第４７条の規定に基づく間接強制力を伴う立入検査ではなく，相手方の

事業所等に赴き，相手方の任意の協力に基づいて資料の提出等を依頼するという調査を行う

場合もある。 

 

（２）立入検査時の手続・説明事項 

  立入検査に際して，審査官は，立入検査場所の責任者等に対し，身分を示す審査官証を提

示した上で，行政調査の根拠条文（独占禁止法第４７条），事件名，被疑事実の要旨，関係法

条等を記載した告知書（公正取引委員会の審査に関する規則（平成１７年公正取引委員会規

則第５号。以下「審査規則」という。）第２０条）を交付し，検査の円滑な実施に協力を求め

るとともに，検査に応じない場合には罰則（独占禁止法第９４条）が適用されることがある

旨を説明する。また，併せて，事業者等向け説明資料を手交する。 

  なお，相手方の事業所等に赴き，相手方の同意の下で資料の提出等を依頼する場合には，

審査官等は，調査の相手方に対し，当該調査の趣旨を説明するとともに，当該調査が独占禁

止法第４７条の規定に基づくものではなく，相手方の任意の協力に基づいて行うものである

ことを説明した上で，同意を得て調査を行う。 

 

（３）立入検査の対象範囲 

立入検査は，違反被疑事業者等の営業部門，経理部門，法務部門等その名称にかかわら

ず，審査官が事件調査に必要であると合理的に判断した場所に対して行うものであり，違反

被疑事業者等の従業員の居宅等であっても，違反被疑事実に関する資料が存在することが疑

われ，事件調査に必要であると合理的に判断した場合には立入検査の対象となる。 

 

（４）物件の提出及び留置に係る手続 

ア 物件の提出命令は，審査官が事件調査に必要であると合理的に判断した範囲で行うもの

であり，個人の所有物のように，一般にプライバシー性の高いもの（手帳，携帯電話等）

であっても，違反被疑事実の立証に資する情報が含まれていることが疑われるため，事件

調査に必要であると合理的に判断した場合には提出を命じる。また，提出を命じる際に

は，当該物件の原物について現状のまま提出を命じる。 

イ 物件の提出を命じ留置する際には，提出命令書等に対象物件の品目を記載した目録を添

付する（審査規則第９条）。当該目録には，帳簿書類その他の物件の標題等を記載するとと

もに，所在していた場所や所持者，管理者等を記載して，物件を特定する。留置に当たっ

ては，検査場所の責任者等の面前で物件を一点ずつ提示し，全物件について当該目録の記

載との照合を行う。 

ウ 立入検査当日における提出物件の謄写の求めについては，事業者の権利として認められ
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るものではないが，日々の事業活動に用いる必要があると認められるものについて，立入

検査の円滑な実施に支障がない範囲で認めるものとする。また，事業者からの求めがあれ

ば，立入検査の翌日以降に，日程調整を行った上で，公正取引委員会が指定する場所にお

いて，提出物件（留置物）の閲覧・謄写を認める（審査規則第１８条）。 

なお，謄写の方法については，事業者所有の複写機だけではなく，デジタルカメラ，ス

キャナー等の電子機器を用いることも認められる。 

   

（５）立入検査における弁護士の立会い 

立入検査において，審査官は，立入検査場所の責任者等を立ち会わせるほか，検査先事業

者からの求めがあれば，立入検査の円滑な実施に支障がない範囲で弁護士の立会いを認める

ものとする。ただし，弁護士の立会いは，事業者の権利として認められるものではないた

め，弁護士が到着するまで立入検査の開始を待つ必要はない。 

 

２ 供述聴取 

（１）根拠・法的性格 

  供述聴取には，任意の供述聴取及び間接強制力を伴う審尋がある。任意の供述聴取は，聴

取対象者の任意の協力に基づいて聴取を行うものであり，審尋は，独占禁止法第４７条第１

項第１号の規定に基づいて，聴取対象者に出頭を命じた上で聴取を行うものである。審尋の

場合には，聴取対象者が出頭せず又は陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした場合には罰則

（独占禁止法第９４条）が適用されることがある。 

 

（２）供述聴取時の手続・説明事項 

  ア 任意の供述聴取 

(ｱ) 任意の供述聴取は，審査官等が，直接又は事業者若しくは代理人を通じて，聴取対象

者の都合を確認し，任意の協力に基づいて行う供述聴取である旨を明確にした上で，聴

取対象者の同意を得て行う。 

(ｲ) 任意の供述聴取を行うに当たって，審査官等は，冒頭，聴取対象者に対し，任意の供

述聴取である旨及び任意の供述聴取であっても事案の実態を解明して法目的を達成する

ためには自らの経験・認識に基づき事実を話してもらう必要がある旨を説明する。ま

た，任意の供述聴取に協力が得られない場合には別途審尋の手続に移行することがある

旨を，必要に応じて説明する。 

イ 審尋 

(ｱ) 独占禁止法第４７条の規定に基づき，聴取対象者に出頭を命じて審尋する場合は，出

頭命令書を送達して行う（審査規則第９条）。出頭命令書には，法的根拠，出頭すべき日

時及び場所，命令に応じない場合の罰則について記載する。 

(ｲ) 審尋を行うに当たって，審査官等は，冒頭，聴取対象者に対し，その法的性格（独占

禁止法第４７条の規定に基づくものである旨）を説明するとともに，陳述を拒み又は虚

偽の陳述をした場合には罰則（独占禁止法第９４条）が適用されることがある旨を説明

する。 

  ウ 任意の供述聴取に係る事前連絡時又は審尋に係る出頭命令時に，審査官等は，聴取対象

者に対し，直接又は事業者若しくは代理人を通じて，事業者等向け説明資料のウェブ掲載

場所を伝えるとともに，聴取対象者が事前に同資料の内容を確認していない場合には，当
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該聴取対象者に対する初回の供述聴取の開始時に，事業者等向け説明資料を手交する。 

エ 供述聴取を行うに当たって，審査官等は，必要に応じて，あらかじめ聴取対象者に対

し，供述を録取した書面は，独占禁止法第４９条の意見聴取手続において，閲覧・謄写の

対象となる可能性がある旨及び閲覧・謄写制度の趣旨・目的等（目的外利用が認められな

い旨を含む。）（注４）について説明する。 

 

（注４）事業者が，意見聴取手続において閲覧・謄写した供述調書等の内容をもって，自社従業員に対する懲戒等

の不利益取扱い，他の事業者に対する報復行為等を行う可能性があるときは，「第三者の利益を害するおそ

れがあるときその他正当な理由があるとき」（独占禁止法第５２条）に該当し，公正取引委員会は閲覧・謄

写を拒むことができる。このように，事業者が閲覧・謄写した内容を意見聴取手続又は排除措置命令等の取

消訴訟の準備以外に利用することは目的外利用となるため，閲覧・謄写の申請書の様式には，目的外利用は

しない旨の一文が置かれている。 

 

（３）供述聴取における留意事項 

ア 供述聴取を行うに当たって，審査官等は，威迫，強要その他供述の任意性を疑われるよ

うな方法を用いてはならない。また，自己が期待し，又は希望する供述を相手方に示唆す

る等の方法により，みだりに供述を誘導し，供述の代償として利益を供与すべきことを約

束し，その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を用いてはならない。 

イ 供述聴取時の弁護士を含む第三者の立会い（審査官等が依頼した通訳人を除く。），供述

聴取過程の録音・録画，調書作成時における聴取対象者への調書の写しの交付及び供述聴

取時における聴取対象者によるメモの録取については，違反被疑事件の実態解明の妨げに

なることが懸念されることなどから，これらを認めない。 

 

（４）聴取時間・休憩時間 

  ア 供述聴取は，１日につき８時間（休憩時間を除く。）までを原則とし，聴取時間が１日に

つき８時間を超える場合には，聴取対象者の同意を得るものとする。また，やむを得ない

事情がない限り，深夜に及ぶ聴取は避けなければならない。 

イ 供述聴取において，聴取が長時間となる場合には，聴取対象者の休憩時間を適時適切に

確保する。 

なお，休憩時間は，原則として聴取対象者の行動を制約しないこととする。ただし，例

えば，複数の関係者を対象として，同日の近接する時間に聴取を実施する場合など，休憩

時間に聴取対象者が他の事件関係者と接触し，供述内容の調整（口裏合わせ等）が行われ

るなどのおそれがあるときは，審査官等が付き添う。 

また，食事時間等の休憩時間は，供述聴取に支障が生じない範囲で，聴取対象者が弁護

士等の外部の者と連絡を取ることや記憶に基づいてメモを取ることを妨げないものとし，

聴取対象者が必要に応じて弁護士等に相談できる時間となるよう配慮しつつ適切な時間を

確保するようにする。 

ウ 審査官等は，供述聴取を行ったときは，聴取時間，休憩時間について記録する。  

 

（５）調書の作成・署名押印の際の手続 

ア 審査官等は，聴取対象者が任意に供述した場合において，必要があると認めるときは，

供述調書を作成するものとする。また，審査官は，独占禁止法第４７条の規定に基づいて
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聴取対象者を審尋したときは，審尋調書を作成しなければならない。 

イ 審査官等は，違反事実の立証に当たって，それまでに収集した様々な物的証拠や供述等

を総合的に勘案した上で，当該事件に関係し，かつ，必要と認める内容について，聴取対

象者の供述内容を正確に録取し，供述調書又は審尋調書を作成する。聴取対象者が供述し

たことを速記録のように一言一句録取することは要しない。 

ウ 審査官等は，供述調書又は審尋調書を作成した場合には，これを聴取対象者に読み聞か

せ，又は閲覧させて，誤りがないかを問い，聴取対象者が誤りのないことを申し立てたと

きは，聴取対象者の署名押印を得て完成させる。聴取対象者が，自ら供述した内容につい

ての増減変更（調書の記載の追加，削除，訂正）の申立てをしたときは，その趣旨を十分

に確認した上で，当該申立ての内容を調書に記載し又は該当部分を修正し，聴取対象者の

署名押印を得る。また，聴取対象者が誤りのないことを申し立てたにもかかわらず，署名

押印を拒絶したときは，その旨を調書に記載するものとする。（審査規則第１１条及び第１

３条） 

 

３ 報告命令 

（１）根拠・法的性格 

公正取引委員会は，独占禁止法第４７条第１項第１号の規定に基づき，違反被疑事業者等

に対し，事件調査に必要な情報について，報告を求めることができる。これに違反して，違

反被疑事業者等が報告をせず又は虚偽の報告をした場合には罰則（独占禁止法第９４条）が

適用されることがある。 

なお，独占禁止法第４７条の規定に基づく間接強制力を伴う報告命令ではなく，相手方の

任意の協力に基づいて報告を依頼する場合もある。 

 

（２）報告命令時の手続 

独占禁止法第４７条の規定に基づき，違反被疑事業者等から報告を徴する場合は，報告命

令書を送達して行う（審査規則第９条）。報告命令書には，報告書（回答）の様式を添付した

上，法的根拠，報告の期限，命令に応じない場合の罰則について記載する。 

なお，相手方の任意の協力に基づいて報告を依頼する場合には，報告書（回答）の様式を

添付した上，報告の期限を記載した報告依頼書を送付するなどして行う。 

 

４ 審査官の処分に対する異議申立て，任意の供述聴取に関する苦情申立て 

独占禁止法第４７条の規定に基づいて審査官がした立入検査，審尋等の処分を受けた者が，

当該処分に不服があるときは，処分を受けた日から１週間以内に，その理由を記載した文書を

もって，公正取引委員会に異議の申立てをすることができる（審査規則第２２条）。 

また，任意の供述聴取については，聴取対象者等が，聴取において本指針「第２ ２ 供述

聴取」に反する審査官等の言動等があったとする場合には，当該聴取を受けた日から１週間以

内に，書面により，公正取引委員会に苦情を申し立てることができる。 

審査官等は，常に適正な手続に基づいてその権限を行使すべきであり，異議や苦情を申し立

てられるような対応を行わないことが求められるが，仮に異議や苦情を申し立てられた場合に

は，当該申立てに係る調査に，誠実に対応するものとする。 
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関連条文（抜粋） 

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号） 

（調査のための強制処分） 

第四十七条 公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をす

ることができる。  

一 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報

告を徴すること。  

二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。  

三 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め

て置くこと。  

四 事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類そ

の他の物件を検査すること。  

２ 公正取引委員会が相当と認めるときは、政令で定めるところにより、公正取引委員会の

職員を審査官に指定し、前項の処分をさせることができる。  

３ 前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書

を携帯させ、関係者に提示させなければならない。  

４ 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

 

（排除措置命令に係る意見聴取） 

第四十九条 公正取引委員会は、第七条第一項若しくは第二項（第八条の二第二項及び第二

十条第二項において準用する場合を含む。）、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条

の二又は第二十条第一項の規定による命令（以下「排除措置命令」という。）をしようと

するときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について、意見聴取を行わなければ

ならない。 

 

（証拠の閲覧・謄写） 

第五十二条 当事者は、第五十条第一項の規定による通知があつた時から意見聴取が終結

する時までの間、公正取引委員会に対し、当該意見聴取に係る事件について公正取引委員

会の認定した事実を立証する証拠の閲覧又は謄写（謄写については、当該証拠のうち、当

該当事者若しくはその従業員が提出したもの又は当該当事者若しくはその従業員の供述

を録取したものとして公正取引委員会規則で定めるものの謄写に限る。以下この条にお

いて同じ。）を求めることができる。この場合において、公正取引委員会は、第三者の利

益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は謄

写を拒むことができない。 
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２ 前項の規定は、当事者が、意見聴取の進行に応じて必要となつた証拠の閲覧又は謄写を

更に求めることを妨げない。 

３ 公正取引委員会は、前二項の閲覧又は謄写について日時及び場所を指定することがで

きる。 

 

（検査妨害等の罪） 

第九十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰

金に処する。  

一 第四十七条第一項第一号若しくは第二項又は第五十六条第一項の規定による事件関

係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を

し、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者  

二 第四十七条第一項第二号若しくは第二項又は第五十六条第一項の規定による鑑定人

に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者  

三 第四十七条第一項第三号若しくは第二項又は第五十六条第一項の規定による物件の

所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者  

四 第四十七条第一項第四号若しくは第二項又は第五十六条第一項の規定による検査を

拒み、妨げ、又は忌避した者  

 

公正取引委員会の審査に関する規則（平成十七年十月十九日公正取引委員会規則第五号） 

（審査官の行う処分） 

第九条 審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をす

る場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わな

ければならない。 

一 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋する場合 出頭命令書 

二 前号に掲げる者から意見又は報告を徴する場合 報告命令書 

三 鑑定人に出頭を命じて鑑定させる場合 鑑定命令書 

四 帳簿書類その他の物件の所持者に当該物件の提出を命ずる場合 提出命令書 

２ 前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。 

一 事件名 

二 相手方の氏名又は名称 

三 相手方に求める事項 

四 出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所 

五 命令に応じない場合の法律上の制裁 

３ 提出命令書には、提出を命じる物件を記載し、又はその品目を記載した目録を添付しな

ければならない。 
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（審尋調書） 

第十一条 審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項第一号の規定によ

り事件関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書を作成し、これを供述人に読み聞か

せ、又は供述人に閲覧させて、誤りがないかどうかを問い、供述人が増減変更の申立てを

したときは、その供述を調書に記載しなければならない。 

２ 供述人が前項の調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印すること

を求めることができる。 

３ 前項の場合において、供述人が署名することができないときは、他人に代書させ、押印

することができないときは、指印するものとする。ただし、署名を他人に代書させた場合

には、代書した者がその事由を調書に記載して署名押印しなければならない。 

４ 第二項の場合において、供述人が署名押印を拒絶したときは、その旨を調書に記載する

ものとする。 

 

（供述調書） 

第十三条 委員会の職員は、事件関係人又は参考人が任意に供述した場合において、必要が

あると認めるときは、これを録取した供述調書を作成するものとする。 

２ 前二条の規定は、前項の調書について準用する。 

 

（提出命令の対象物件についての閲覧及び謄写） 

第十八条 法第四十七条第一項第三号の規定により帳簿書類その他の物件の提出を命じら

れた者は、当該物件を閲覧し、又は謄写することができる。ただし、事件の審査に特に支

障を生ずることとなる場合にはこの限りではない。 

２ 前項の規定による閲覧又は謄写をさせる場合、当該物件の提出を命じられた者の意見

を斟酌して、日時、場所及び方法を指定するものとする。 

 

（被疑事実等の告知） 

第二十条 審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項第四号の規定によ

り検査をする場合には、次に掲げる事項を記載した文書を関係者に交付するものとする。 

一 事件名 

二 法の規定に違反する被疑事実の要旨 

三 関係法条 

 

（審査官の処分に対する異議の申立て） 

第二十二条 法第四十七条第二項の規定に基づいて審査官がした同条第一項各号に規定す

る処分を受けた者は、当該処分に不服のあるときは、処分を受けた日から一週間以内に、

その理由を記載した文書をもって、委員会に異議の申立てをすることができる。 
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２ 委員会は、異議の申立てに理由があると認めるときは、異議を申し立てられた処分の撤

回、取消し又は変更を審査官に命じ、これを申立人に通知するものとする。 

３ 委員会は、異議の申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。

この場合においては、その理由を示さなければならない。 
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